
 

 

令和８年３月定例教育委員会会議録 

鳴門市教育委員会３月定例教育委員会は、３月４日招集告示。 

３月１１日１６時３０分、鳴門市役所本庁舎３階 会議室３０１で開会。 

同日１７時閉会した。 

 出席者 

教育長 阿部教育長 

教育委員 加藤委員 濵川委員 川上委員 賀川委員 

事務局職員 西上教育次長 黒濵こども未来創造部長 坂東教育総務課長 

梶原学校教育課長 藤川総合教育人権課長 下地こども保育教育課長 

中妻学校教育課主幹 岡教育支援室長 戸島教育総務課副課長 

 傍聴者 

１名 

 会議は、教育長が議事を進行した。 

 議事の内容は次のとおりである。 

議案第６号 臨時代理の承認について（令和７年度末鳴門市小・中学校教職員人事

異動内示（案）について） 

議案第７号 令和７年度末鳴門市幼稚園教職員人事異動内示（案）について 

議案第８号 鳴門市青少年補導員(地区選出補導員)の委嘱について 

 教育長は、１６時３０分、３月定例教育委員会の開会を宣した。 

 教育長は、会議録の朗読を事務局に求めた。 

戸島教育総務課副課長は、２月定例教育委員会の会議録を朗読した。 

 教育長は、会議録の承認について諮り、全委員異議なく承認した。 

 教育長は、議案第６号 臨時代理の承認について（令和７年度末鳴門市小・中学校

教職員人事異動内示（案）について）、議案第７号 令和７年度末鳴門市幼稚園教職

員人事異動内示(案)については、人事に関する議案であることから、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定により、会議を非公開とし

たい旨提案し、全委員異議なく承認した。 

 教育長は、議案第６号 臨時代理の承認について（令和７年度末鳴門市小・中学校



 

 

教職員人事異動内示（案）について）、事務局に説明を求めた。 

梶原学校教育課長は、教育委員会及び所管する学校その他の教育機関の職員の任免、

その他の人事に関することは、教育委員会の職務権限であるが、本件人事異動内示案

について、教育委員会の議決を得ることなく、教育長が臨時代理を行ったことから、

これを報告し、その承認を得たい旨、説明した。 

（会議の内容については、非公開） 

 教育長は、議案第６号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

 教育長は、議案第７号 令和７年度末鳴門市幼稚園教職員人事異動内示(案)につい

て、事務局に説明を求めた。 

下地こども保育教育課長は、教育委員会及び所管する学校その他の教育機関の職員

の任免、その他の人事に関することは、教育委員会の職務権限であることから、本件

人事異動内示案について承認を得たい旨、説明した 

  （会議の内容については、非公開） 

 教育長は、議案第７号について諮り、協議の結果、全委員異議なく原案どおり決し

た。 

 教育長は、議案第８号 鳴門市青少年補導員(地区選出補導員)の委嘱について、事

務局に説明を求めた。 

岡教育支援室長は、鳴門市青少年センター設置条例施行規則に基づく補導員につい

て、２年の任期が満了するため、各地区推薦の５４名について、新たに令和８年４月

１日から補導員に委嘱したい旨、説明した。   

川上委員は、青少年補導員の年齢の上限について、説明を求めた。 

岡教育支援室長は、鳴門市青少年センター青少年補導員運営規則には補導員の推薦

条件として、原則７５歳に満たない方と定められていることを説明した。 

 教育長は、議案第８号について諮り、協議の結果、全委員異議なく原案どおり決し

た。 

 教育長は、１７時、閉会を宣した。 

 その他の事項は次のとおりである。 

教育長は、４月定例教育委員会を、４月１０日１６時から開催することを確認した。 


